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最高裁人任E第394号

平成7年4月7日

内閣総理大臣村山富市殿

一＝

最高裁判所長官草場良
一

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち99名を任命され（
たい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日平成7年4月12日）
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判 事 補 任 命 資 格 調 （平成7年4月12日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔ﾘ事補 浅香竜太 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第

条

43

〃 石井伸興 24 〃 〃

《

〃 市川智子 26 〃 〃

〃 大串 真喜子 25 〃 〃 。

』

《

〃 大西直樹 24 〃 〃

〃 岡田幸人 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京M畔I事補 男澤聡子 28 司法修習生の修

習を終えた者

謝
条
I所法第43

〃 小野寺真也 25 〃 〃

《

〃 川上 宏 25 〃 〃

〃 神田大助 26 〃 〃

8

う

《

〃 菊地浩明 24 〃 〃

〃 小池健治 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京N畔1事補 坂本三郎 27 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
U所法第43

〃 杉原奈奈 24 〃 〃

《
奄刊

〃 高橋康明 27 〃 〃

〃 田中孝 － 25 〃 〃

L

､

鐘
､

〃 徳岡 治 26 〃 〃

〃 中村 心 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京廿畔1事補 名越聡子 25 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
断法第43

〃 堀内靖子 25 〃 〃

《

〃 松山 遥 27 〃 〃

〃 森 倫洋 25 〃

q

〃

L

可

亀

〃 山地 修 26 〃 〃

〃 渡邊千恵子 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜胤畔ﾘ事補 岡山忠広 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 白川純子 30 〃 〃

〈

〃 鈴木尚久 26 〃 〃

〃 高木勝己 .29 〃 〃

b

可

《

〃 高橋伸幸 25 〃 〃

〃 野村直美 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜#畔I事補 間 史恵 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

浦和測畔ﾘ事補 小川理佳 26 〃 〃

〈

〃 笠松知恵子 24 〃 〃

〃 齊藤 顕 29 〃 〃

b

九
・

《

〃 富田敦史 32 〃 〃

〃 松下貴彦 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

千葉H畔ﾘ事補 大西達夫 27 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 金子大作 27 〃 〃

で

〃 中島経太 26 〃 〃

〃 三原あゆみ 26 〃 〃

4
0

《

〃 三輪方大 27 〃 〃

大阪地判事補 井上泰人 26． 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 宇井竜夫 29 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 大島道代 31 〃 〃

で

〃 小野寺優子 32 〃 〃

〃 桂木正樹 32 〃 〃

イ

《

〃 北岡久美子 25 〃 〃

〃 小林康彦 28 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 齋藤 聡 28 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 坂上文一 31 〃 〃

く

〃 島村路代 25 〃 〃

〃 鈴木 陽一郎 34 〃 〃

4

《

〃 高山崇彦 28 〃 〃

〃 田中健司 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢
､

任命資格 根拠法規

大阪地判事補 寺本明広 24 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 中野早惠 30 〃 〃

↓

、〈

〃 奈良嘉久 28 〃 〃

〃 野口卓 30 〃 〃

4

篭

〃 橋本恭子 25 〃 〃

〃 廣瀬千恵 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 本田能久 25 司
習

の修

た者

Ｉ辮
条
所法第43

〃 山門 優 27 〃 〃

｡で

〃 山本正道 27 〃 〃

就雌ドﾘ事補 河本寿 一 28 〃 〃

4

《

〃 鈴木拓児 29 〃 〃

〃 府内 覚 28 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

就賦畔I事補 本田敦子 25 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 松信有紀 25 〃 〃

〈

神戸廿畔I事補 小林愛子 27 〃 〃

〃 中島真一郎 27 〃 〃

内

匙

〃 細川
一
一 朗 31 〃 〃

〃 山城 司 26 〃 〃



I

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸地判事補
9

渡邊美弥子 31 謝
条
I所法第43

名古屋地判事補 岩田光生 29 〃 〃

ぐ

〃 岩松浩之 29 〃 〃

〃 金子隆雄 30 〃 〃

＊

《

〃 ． 作原れい子 28 〃 〃

〃 鈴木幸男 28 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資．格 根拠法規

名古屋地判事補 土屋 信 28 司
習

の修

者

辮
条
I所法第43

〃 西 理香 33 〃 〃

､ぐ

広島地判事補 秋信治也 29 〃 〃

↓

！

〃 植田智彦 26 〃 〃

ヘ

《

〃 遠藤束路 29 〃 〃

〃 土生未来子 30 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡地判事補 坂本 寛 30 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

〃 竹内ゆみ 30 〃 〃

■で

〃 松葉佐隆之 28 〃 〃

〃 松本郁己子 29 〃 〃

’ヘ

《

〃 村瀬賢裕 27 〃 〃

仙台地判事補 飯淵健司 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台h畔I事補 関 述之 30 司法修習生の修

習を終えた者

Ｉ辮
条
所法第43

〃 建石直子 27 〃 〃

ぐ

〃 穂阪朱美 29 〃 〃

〃 細島秀勝 27 〃 〃 ．

篭
･典．

札幌地判事補 浅田秀俊 30 〃 〃

〃 伊藤 聡 32 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

*UI溺也判事補 大嶋洋志 32 Ｉ辮
条
所法第43

〃 谷村敬子 29 〃 〃

〈

〃 真避朋子 26 〃 〃

く

《
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最高裁人任E第400号

平成8年4月5日

内閣総理大臣橋本龍太郎殿

＝
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判 事 補 任 命 資 格 調 （平成8年4月1 1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔I事補 池田順
■■■■■■■■■■ 25 司法修習

習を終え

生の修

た者

裁判所法第43

条

〃 岩崎邦生 25 〃 〃

《
■

D■ CF

〃 大寄 淳 25 〃 〃

〃 香川徹也 26 〃 〃

《
今

〃 鎌野真敬 27 〃 〃

〃 佐藤弘規 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 澤田忠之 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 品田幸男 24 〃 〃
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〃 杉浦正典 30 〃 〃

〃 武部知子 26 〃 〃

亀
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習
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繍豊ﾘ所法第43

条
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霞

〃 古谷健二郎 26 〃 〃

〃 堀田次郎 27 〃 〃

《
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〃 前澤達朗 24 〃 〃

〃 松井信憲 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規
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習を終えた者
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規
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《
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習を終

習生の修
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条

L℃
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ぐ

〃 仙波啓孝 28 〃 〃

〃 出口尚子 25 〃 〃

篭
旬

〃 富上智子 28 〃 〃

〃 中川博文 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪胤畔I事補 新田和憲 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

､ザ

〃 西岡繁靖 29 〃 〃

《

〃 西川篤志 26 〃 〃
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〃 福島恵子 30 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪対畔1事補 渡部市郎 26 司法修習生の修

習を終えた者

調21所法第43

条

ｰ

房諸脳畔I事補 奥野寿則 30 〃 〃

《

〃 川松本 卓 26 〃 〃
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邉
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

京昔賦畔I事補 吉岡茂之 26 司法修習生の修

習を終えた者

表畔ﾘ所法第43

条

や

神戸地判事補 木造綾子 26 〃 〃

《

〃 佐藤英彦 32 〃 〃

〃 島田佳子 24 〃 〃

《
ぐ

〃 西村康一郎 26 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸地判事補 湯川克彦 28 司
習
法修習生の修

を終えた者

裁判所法第43

条

~

名古屋胤畔I事補 片野正樹 29 〃 〃

《

〃 佐藤江津子 30 〃 〃

〃 杉山正明 34 〃 〃

く

〃 鈴木和典 27 〃 〃

〃 中島基至 26 〃 〃



／

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋地半ﾘ事補 水野将徳 26 司法修習生の修

習を終えた者

M21所法第43

条

〃 宮武 芳 28 〃 〃

‘

広島地判事補 高橋綾子 26 〃 〃

〃 松山昇平 28 〃 〃

篭

〃 結城剛行 31 〃 〃

岡山地判事補 伊丹 恭 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

岡山胤畔リ
0

事補 増田吉則 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁卜1所法第43

条

福岡i畔I事補 上田‘洋幸 28 〃 〃

《

〃 西村英樹 29 〃 〃

〃 村中玲子 30 〃 〃

亀
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡地判事補 山口典子 31 司法修

習を終

習生の修

えた者

裁判所法第43

条

I

冠

仙台塒I事補 石川重弘 31 〃 〃

篭

〃 大澤知子 27 〃 〃

〃 三宅康弘 32 〃 〃

亀

札I1戦畔I事補 小原 一 人 27 〃 〃
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補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規
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習
法修習生の修
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調
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牝
邦

碑
文

韮
崎
畦
島

諫
宮
詐
宮 （

むろ けし まさ ひと

室槁雅仁○

鎧
一
品 釜蔵○

鋤
有

いし まる まさ とし

石丸将利 ○

おおブ・ か ひろ ゆき

大須賀寛之○

かみ の たい いち

神野泰一 ○



かみ の りっ こ

神野律子○

こく ・ぷ たか ふみ

國分隆文○

訓
一
癖
月

とう みつ ひろ

藤充洋○

叢首蕃荏○

を濯莞罰○

さ とう

佐藤 蓬．○

（

たけ だ ただし

武田 正 ○

た なか しん

田中伸
幅
一 ○

蓉蒋芸罰○

むら かみ かずこ

村上佳寿子 ○

もり おか あや こ

森岡礼子 ○ （

もり かき･

森鍵
はじめ

一 ○

○
○
○
○

か
佳
”
紀
お
生
こ
子

み
瑞
昔
日
恥
朋
唖
典

始
口
た
田
地
路
だ
田

謹
山
娃
横
虻
横
わ
和



きく い かず お

菊井一夫○

i，罧↓釜為○

すず き よし かず

鈴木義和○

篝。○
なか お

中尾

ひら の ふた ぱ

平野双葉○ （

い かわ しん

井川真
じ
士
心 ○

い とう かつら

伊藤 桂○

養濯董睾○

た なか とし ゆき

田中俊行○

とり がい こう じ

鳥飼晃嗣○

（読羊睾祥○

悪未鑪澤○

華註羅些萌○

茜對尭字○

ま なべ あさ こ

真鍋麻子○

蒋迩慧壬○



やｵ． なが たけ ひろ

○安永武央

しの ほら じi↓んいち

篠原淳一○

榮乾蕩竺○

符羨萌芙○

たけ だ え り

武田絵理○ （

いし むら さとる

石村 智○

○
○
○

み
美
麺
朗
赫
隆

ゆ
帝
国塞
真
じ
仁
堂

だ
田
罐
山
”
中

罐
山
乢
石
た
田

ほそ の たか ひろ

細野高広○

溌雪なおみ○

蕗‘○
みや もと

宮本

（

すぎ むら しず お

杉村鎮右○

とき わ のり ゆき

常盤紀之 ○

なお こ

直子○
鑑
福
鐸
冨

やま ざき かつ .ひと

山崎克人○



やま ざき たけし

山崎 威○

あさ おか ちかこ

浅岡千香子○

いけ だ そう ずけ

池田聡介○

しば た まこと

柴田 誠○

しま ゆかこ

島 夕香子○

筈呑置言○

（

’

（



判 事 補 任 命 資 格 調 (平成9年4月10日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京月畔ﾘ事補 池田知子 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

ケ

〃 井下田英樹 27 〃 〃

篭

〃 岩井直幸 28 〃 〃

〃 岩渕正樹 29 〃 〃

亀
‐

〃 上佛大作 25 〃 〃

〃 江見健 一 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔I享輔 片山智裕 24

●

司法修習生の

習を終えた者

修 裁判所法第43

条

〃 木野綾子 25 〃 〃

篭

〃 熊田帖子 26 〃 〃

〃 篠田賢治 25 〃 〃

亀
？

” 鈴木里枝子 26 〃 〃

〃 瀬 戸 さや力、 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京封畔ﾘ事補 高島義行 27 裁判所法第

条

43

凸

〃 高橋 彩 24 〃 〃

《

〃 徳増誠 一 27 〃 〃

〃 中田朋子 25 〃 〃

《
~

〃 中丸 隆 25 〃 〃

〃 林 潤 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔ﾘ事補 日景 聡 30 司法修習生の

習を終えた者

修 辮
条
ﾘ所法第43

が

〃 日野浩一郎 26 〃 〃

《

〃 平野 淳 26 〃 〃

〃 堀部亮 一 26 〃 〃

《
信
争

〃 本多幸嗣 26 〃 〃

〃 丸山哲巳 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京封畔I事補 安田大二郎 24 辮
条
1所法第43

劃

〃 矢野直邦 25 〃

I

〃

《

〃 和波宏典 25 〃 〃

横浜H畔I事補 入子光臣 26 〃 〃

《
〆

〃 内田貴文 29 〃 〃

〃 小島しのぶ 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜地判事補 永井綾子 26 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〆

〃 橋本 修 29 〃 〃

《

〃 松本 真 29 〃 〃

〃 山口和宏 28 〃 〃

《
今

浦和地判事補 伊東満彦 26 〃 〃

〃 今泉裕登 28 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

浦和地判事補 小野澤みゆき 26 裁判所法第43

条

守

〃 鈴木雄輔 24 〃 〃

《
一

〃 面森英司 28 〃 〃

千葉地判事補 齋藤 巌 28 〃 〃

鼠
P

〃 三上乃理子 25 〃 〃

〃

■

宮崎 謙 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

千葉尚畔1事補 宮島文邦 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

顕

〃 室稿雅仁 31 〃 〃

《

大阪池判事補 有冨正剛 27 〃 〃

〃 石丸将利 26 〃 〃

《
ん

〃 大須賀寛之 26 〃 〃

〃 神野泰 一 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪H畔ﾘ事補 神野律子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

訂

〃 國分隆文 28 〃 〃

《

〃 齊藤充洋 24 〃 〃

〃 坂口裕俊 26 〃 〃

《
公

〃 佐藤克則 30 〃 〃

〃 佐藤 建 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 武田 正 27 司法修習生の

習を終えた者

修 裁判所法第43

条

ゴ

〃 田中伸 一 25 〃 〃

《

〃 谷村武則 26 〃 〃

〃 村上 佳寿子 26 〃 〃

《
←

〃 森岡礼子 26 〃 〃

〃 森鍵 一 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪批畔ﾘ事補 山口瑞佳 27 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
！所法第43

＝

〃 横田昌紀 32 〃 〃

‘

〃 横路朋生 26 〃 〃

〃 和田典子 27 〃 〃

《
〆
。

京者餓畔1事補 菊井 一 夫 33 〃 〃

〃 小林正樹 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

京都H畔I事補 鈴木義和 27 司法修習生の

習を終えた者

修 謝り所法第43

条

〆

〃 中尾 彰 26 〃 〃

《

〃 平野双葉 24 〃 〃

神戸尚畔I事補 井川真志 33 〃 〃

《
〆

〃 伊藤 桂 24 〃 〃

〃 後藤真孝 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸廿畔ﾘ事補 田中俊行 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

”

〃 鳥飼晃嗣 29 〃 〃

《

名古屋胤畔I事補 梅本幸作 25 〃 〃

〃 鈴木昭洋 26 〃 〃

《
〆
。

〃 中辻 雄一朗 27 〃 〃

〃 西野光子 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋地判事補 真鍋麻子 31 鮮
条
ﾘ所法第43

』

〃 村瀬憲士 28 〃 〃

《

〃 安永武央 26 〃 〃

広島胤畔ﾘ事補 篠原淳 一 28 〃 〃

《
〆

〃 末弘陽 一 27 〃 〃

〃 竹添明夫 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

広島地判事補 武田絵理 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

岡山地判事補 石村 智 27 〃 〃

《

〃 山田真由美 26 〃 〃

福岡地判事補 石山仁朗 25 〃 〃

《
〆

〃 田中 一 隆 30 〃 〃

〃 細野高広 29 〃 〃



β

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡尚畔ﾘ事補 細野なおみ 31 司
習

の修

者

辮
条
ﾘ所法第43

〃 宮本 聡 28 〃 〃

《

仙台地判事補 杉村鎮右 25 〃 〃

〃 常盤紀之 27 〃 〃

《
ザ

〃 福富直子 24 〃 〃

〃 山崎克人 31 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台地判事補 山崎 威 25 司
習
法修習生の修

を終えた者

裁半断法第43

条

*(ﾙ融畔I事補 浅岡千香子 24 〃 〃

《

〃 池田聡介 28 〃 〃

〃 柴田 誠 24 〃 〃

《
.〃

〃 島 夕香子 26 〃 〃

〃 古谷慎吾 28 〃 〃
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最高裁人任E第473号

平成10年4月313

内閣総理大臣|臨時代理

国務大臣村岡兼造殿

最高裁判所長官山口

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち93名を任命され

たい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである｡
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(別紙）

浄藤着陸○

い とう

伊藤ゆう字○

うち の

内野
き

揮○
御
告
示

え ぐち かず のぷ

江口和伸○

え び みず ほ

衣斐瑞穂○

美装置譲○

おお より ひさし

大寄 久○

かわ ぶち けん じ

川淵健司○

きよ けら

簿し○清原

さ さ き けん じ

佐々木健二○

V

（

しば た まさ し

柴田雅司○ 《

しも だ あっ し

下田敦史○

た なか なお こ

田中直子○

とう さき けん じ

東崎賢治○

蒲禾溌"些○

再論籔字○



に わ よし のり

丹羽芳徳○

薑‘菅子○
ひ

日

ひ やま さとし

桧山 聡○

ひる た しんいちろ今

蛭田振一郎○
▼

細谷暴轤○
ほそ や

（

しゅう

修○
まつ い

松井

水野差剴○
みず の

みや た しょう じ

宮田祥次○
1

武震寶萌○
む

もり けん

森 健
じ
一

一 ○

やま だ ぁさ よ

山田麻代○ 《

やま だ

篝‘o山田

あさ くら りょう こ

朝倉亮子○

藤ゞ○
あ べ

安部

がわ ひで き

川英基○
唾
ロ
叩

ず が こうたろう

須賀康太郎○



たか いし ひろ し

○高石博司

革覺萌○
た

田

たま だ ゆ き

玉田有紀○

さい とう まさる

齋藤 大○
▼

しま むら のり お

島村典男○ 〔

なか の こう いち

中野宏一○

ひ やま あさ こ

桧山麻子○

だ かつ えい

田勝栄○
処
圭
ロ

あり が さだ ひろ

有賀貞博○

美濃壽美○

かた だ やすし

片多 康○

すず き ひで お

鈴木秀雄○

《

せん が たく お

千賀卓郎○

あん どう ひろみ

安一藤比呂美0

穣津歪蓋○

いた の とし や

板野俊哉○



浄藤蓋為○

觜蓉菖義○

か とう

加藤 錯‘o
ノ

かみ むら たか よし

上村考由○
ヤ

くに やす みなこ

國保三奈子○ 〔

くり けら

栗原
み
一

一

お

緒○

じ

志○
さか もと こう

坂本浩

たけ ち かつ のり

武智克典○

たな だ

棚田みどり○、

たに く‘ち てつ や

谷口哲也○

融首葎篝○

三符謹言○

礎,o
わ だ

和田

いの うえ ひろ き

井上博喜○

〈

にし だ まさ ひろ

面田政博○

はし もと こうたろう

橋本耕太郎○



羊笄全寶季○

管兼薄受○

薑‘o
おお たけ

大竹

おお むら たい へい

大村泰平○

叢差蒔嵩○

ノ

▼

〔

ふか やま こ

深山はる子○

く ぼ こう

久保孝
じ

二 ○

墓蘆手 |血○

○
じ
司

謝
英

糀
谷

榊
吉
向

たつ. の

達野ゆき○

はし もと たけし○橋本 健 《ノ

丹ぎ た こう いち

右田晃一○

い ぶき ま り こ

伊吹真理子○

○
○

札
美
地
成

望
貝
識
泰

榊
岡
だ
田

鑑
昏
邑

翌
別

しま もと

島本
処
圭
ロ

のり

規○



薪箪罰失節○

鑑
日
白

あき もと

秋本
ひこ

彦○

いち

一○
うち やま こう

内山孝

えび な ひなこ

蛯名日奈子○
ヤ

きく ち ひろ や

菊池浩也○ （

たな ざわ

棚澤
し
士
心

砂
吉
向 ○

うえ だ か よ

上田賀代○

せ と しげ みね

瀬戸茂峰○

瀧蔚接受○

潅碕芳寶手○

註潅睾農○

函館睾芙○

（

もり やま まさ き

守山修生○



判 事 補 任 命 資 格 調 （平成10年4月12日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京H畔I事補 伊藤清隆 25 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

,十
J

〃 伊藤ゆう子 27 〃 〃

篭

〃 内野宗揮 25 〃 〃

〃 江口和伸 26 〃 〃

《

〃 衣斐瑞穂 24 〃 〃

〃 大森直哉 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔ﾘ事補 大寄 久 31 １辮
条
職

十

43

〃 川淵健司 25 〃 〃

篭

〃 清原 博 27 〃 〃

〃 佐々木健二 27 〃 〃

《

〃 柴田雅司 25 〃 "

〃 下田敦史 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東柵
‐
I事補 田中直子 26 辮

条
1所法第43

や
b

〃 東崎賢治 25 〃 〃

I篭

〃 栩木純 一 24 〃 〃

〃 丹羽敦子 26 〃 〃

《

〃 丹羽芳徳 28 〃 〃

〃 日暮直子 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京日畔ﾘ事補 桧山 聡 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

÷

〃 姪田振一郎 25 〃 〃

竃

〃 細谷泰暢 25 〃 〃

〃 松井 修 28 〃 〃

《

〃 水野正則 25 〃 〃

〃 宮田祥次 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京M畔ﾘ事補 武藤貴明 25 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
1所法第43

.￥

〃 森 健二 26 〃 〃

篭

〃 山．田麻代 24 〃 〃

〃 山田 篤 28 〃 〃

《

横浜胤畔ﾘ事補 朝倉亮子 29 〃 〃

〃 安部 勝 28 〃‘ 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜吋畔ﾘ事補 品川英基 26 １辮
条
所法第43

､ヤ

〃 須賀康太郎 27 〃 〃

篭

〃 高石博司 24 〃 〃

〃 田中寛明 29 〃 〃

《

〃 玉田有紀 24 〃 〃

浦和地判事補 齋藤 大 28 〃 〃
〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

浦和尚畔I事補 島村典男 28 司法修習生の修

習を終えた者
｡

辮
条
ﾘ所法第43

常

〃 、 中野宏 一 26 〃 〃

蓬

〃 桧山麻子 26 〃 〃

〃 吉田勝栄 26 〃 〃

《

千葉胤畔I事補 有賀貞博 27 〃 〃

〃 大渡寿美 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

千葉h畔I事補 片多 康 26 司法修習生の修

習を終えた者

綱
条
所法第43

券
4

〃 鈴木秀雄 27 〃 〃

《

〃 千賀卓郎 27 〃 〃

大阪胤畔I事補 安藤比呂美 28 〃 〃

《

〃 板津正道 26 〃 〃

〃 板野俊哉 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪胤畔ﾘ事補 伊藤寛樹 26 謝
条
I所法第43

G

存

〃 角谷昌毅 30 〃 〃

篭

〃 加藤 靖 27 〃 〃

〃 上村考由 26 〃 〃

；

〃 國保 三奈子 30 〃 〃

.〃 栗原三緒 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 坂本浩志 26 辮
条
I所法第43

し

〃 武智克典 27 〃 〃

運

〃 棚田みどり 30 〃 〃

〃 谷口哲也 26 〃 〃

《

〃 出口博章 29 〃 〃

〃 三村憲吾 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地半I事補 和田 健 26 司法修習生の修

習を終えた者
0 ､

辮
条
I所法第43

京都恥ドﾘ事補 井上博喜 25 〃 〃

毒

〃 西田政博 34 〃 〃

〃 橋本耕太郎 30 〃 〃

《

” 平井三貴子 25 〃 〃

〃 宮本博文 28 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸地判事補 大竹 責 26 辮
条
1所法第43

シ

〃 大村泰平

↓

30 〃 〃

《
舜・。

〃 坂本好司 27 〃 〃

〃 深山はる子 26 〃 〃

；

名古屋批畔ﾘ事補 久保孝
一

つ 26 〃 〃

名古屋地判事補 桑原千帆 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋M畔I事補 高谷英司 26 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
ﾘ所法第43

や

〃

I

達野ゆき 25 〃 〃

麺

〃 橋本 健 35 〃 〃

〃 右田晃 一 28 〃 〃

《

広島針畔I事補 伊吹真理子 25 〃 〃

〃 富岡貴美 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

広島t勝り事補 前田泰成 27 司法修習生の修

習を終えた者

Ｉ謝
条
所法第43

岡山針畔I事補 島本吉規 26 〃 〃

ぐ

〃 新阜創太郎 30 〃 〃

福岡地判事補 秋本昌彦 27 〃 〃

篭

〃 内山孝 一 31 〃 〃

〃
0 蛯名

β

日奈子 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡地判事補 菊池浩也 27 司法修習生の修

習を終えた者

１辮
条
所法第43

〃 棚澤高志 27 〃 〃

篭

仙台h畔I事補 上田賀代 26 〃 〃

〃 瀬 戸 茂峰 29 〃 〃

鍵

〃 瀧岡俊文

の

26 ” 〃

*lj融畔ﾘ事補 鵜飼 淵 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

ﾎI幌地判事補 近藤幸康 26 司法修習生の修

習を終えた者

Ｉ辮
条
所法第43

●

〃 田中幸大 26 〃 〃

く

〃 守山修生 26 〃 〃

亀
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最高裁人任E第420号

平成1 1年4月2日

殿内閣総理大臣小渕恵
一
一
一

蕊最高裁判所長官山口

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち97名を任命されて
たい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日平成1 1年4月1 1日）
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判 事 補 任 命 資 格 調 （平成1 1年4月1 1日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 阿閉正則 26 司法修習生の修

習を終えた者

１辮
条
所法第43

｡星

〃 天川博義 24 〃 〃

篭

〃 荒川千珠 30 〃 〃

〃 一 場康宏 26 〃 〃 ▼

《

〃 伊藤多嘉彦 27 〃 〃

〃 上原卓也 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔I事補 大川隆男 25 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
1所法第43

､翠

〃 小川嘉基 25 〃 〃

篭

〃 小田真治 25 〃 〃

〃 加藤 聡 24 〃 〃 V

曇

〃 金築亜紀 25 〃 〃

〃 辛島 明 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 清藤健
一 27 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
ﾘ所法第43

壬

〃 國屋昭子 25 〃 〃

《

〃 兒島光夫 25 〃 〃

〃

｡

駒田秀和 24 〃 〃
〃

錘

〃 佐藤牧子 25 〃 ”

〃 澤村智子 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 下澤良太 28 司法修習生の修

習を終えた者

鮮
条
ﾘ所法第43

､冬

〃 關 紅亜礼 26 〃 〃

篭

〃 中川正隆 26 〃 〃

〃 中野琢郎 26 〃 〃
牙

《

〃 成田晋司 28 〃 〃

〃 西村 修 25 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京H畔1事補 野村武範 25 司法修習生の修

習を終えた者

瀞ﾘ所法第43

条

￥

〃 福島直之 24 〃 〃

《
や

〃 福家康史 27 〃 〃

〃 星 直子 24 〃 〃
汁

《

〃 松阿彌 隆 25 〃 〃

〃 村松秀樹 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京M畔停補 山下博司 25 辮
条
1所法第43

里

〃 餘多分宏聡 27 〃 〃

篭

横浜地判事補 荒井章光 26 〃 〃

〃 大村陽 一 28 〃 〃
房

く

〃 潮海二郎 31 〃 〃

*

〃 野中有子 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜胤畔ﾘ薪術 平城文啓 26 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
I所法第43

‘ぜ

〃 平山 馨 25 〃 〃

く

〃 藤澤裕介 26 〃 〃

浦和地判斡甫 五十嵐章裕 27 〃 〃
ア

篭

〃 平城恭子 27 〃 〃

〃 蛭川明彦 29 〃 〃
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一

一 25 〃 〃 ．

閨

〃 鈴木進介 25 〃 〃

可

〃 野中高広 27 〃 〃
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ｌ

ｰ

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋地判事補 松田敦子 35 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 村田恵美子 28 〃 〃

《

〃 目代真理 30 〃 "

広島地判事補 小崎賢司 25 〃 〃 ‐ 。

‘

〃 寺
一

ﾌﾟロ 義人 29 〃 〃

悪

岡山地判事補 内山真理子 28 〃 〃
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』

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡地判事補 岡崎忠之 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 五島真希 26 〃 〃
週

《

〃 永井美奈 24 〃 〃

〃 古庄 研 23 〃 〃

＃

熊本地判事補 久布白千咲 28 〃 〃

喝

仙台地判事補 工 藤 哲郎 26 〃 〃



Ｆ

１

』

補職さるべき庁 現 職

戸

氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台地判事補 目黒大輔 26 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

札幌地判事補 小田桐 泉 25 〃 〃
卦

《

〃 河畑 勇 27 〃 〃

〃 村山智英 30 〃 〃

』

高松地判事補 空閑直樹 25 〃 〃
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最高裁人任E第1050号

平成13年10月12日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

最高裁判所長官山 口

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち112名を任命さ

（れたい◎

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 平成13年10月17日）
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判事補任命資格調 （平成13年10月17日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 浅見佳子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 五十嵐浩介 28 〃

〃 石田憲一 29 〃 ． 〃

〃

a

内田 曉 26 〃

〃 大竹敬人 25 〃 〃

〃 香ノI | 礼子 31 〃 〃



｜
｛’

〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 片山 健 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 加藤晴子 23 〃

〃 鹿野暁子 24 〃 〃

〃 ↓ 釜田ゆ り 28 〃

〃 神谷厚毅 23 〃 〃

〃 北村治樹 28 〃 〃



〃

■

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 倉成 章 31 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 黒澤幸恵 25 〃

〃 坂田正史 24 〃 〃

〃 作田寛之 28 〃

〃 笹川ユキコ 25 〃 〃

〃 佐藤康平 26 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 須田雄一 23 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 田岡薫征 25 〃

〃 高瀬保守 24 〃 〃

〃 鷹野 旭 23 〃 〃

《

〃 高橋信慶 28 〃 〃

〃 塚田奈保 28 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 寺岡洋和 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 徳田祐介 26 〃

〃 長井清明 23 〃 〃

〃 中面正治 24 〃 〃

《

〃 中村光
一 27 〃 〃

〃 平田晃史 26 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 増尾 崇 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 滿田寛子 25 〃

〃 三宅朋佳 24 〃 〃

〃 村田一広 25 〃 〃

《

〃 山口敦士 25 〃 〃

〃 吉戒純一 25 〃 〃



I
〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補

4

世森亮吹 24 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 渡避史朗 25 〃

横浜地判事補 石山恵子 29 〃 〃

〃 宇田川公輔 25 〃

〃
6

岡村英郎 29 〃 〃

〃 高木健司 24 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜地判事補 辻 美佳 27 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 堤 雄
一
一 25 〃

〃 西村真人 25 〃 〃

〃 吉ノl l 健治 29 〃 〃

《

さいたま地判事補 小笠原義泰 26 〃 〃

〃 垰岡理知 26 〃 〃



〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

さいたま地判事補 嘉屋園江 33 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 中野哲美 26 〃

千葉地判事補 井原千恵 26 〃 〃

〃 齊藤貴 一 28 〃

〃 佐藤拓海 30 〃 〃

〃 高 杉昌希 29 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名
ぐ

年齢 任命資格 根拠法規

千葉地判事補 深野英
－ 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

水戸地判事補 松本千恵子 24 〃

宇都宮地判事補 伊藤容子 27 〃 〃

前橋地判事補 丹下将克 31 〃 〃

《

静岡地判事補 井上真貴子 25 〃 〃

大阪地判事補 有田浩規 23 〃 〃



;

〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 井土紀代子 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 今井 学 31 〃

〃 神原 浩 27 〃 〃

〃 小泉満理子 25 〃

〃 小山恵一郎 27 〃 〃

〃 鈴木和孝 28 〃 〃



〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補 千松順子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 高橋孝治 26 〃

〃 武智舞子 23 〃 〃

〃 辻井由雅 24 〃

〃 中田克之 30 〃 〃

〃

馬場嘉郎 26 〃 〃 ．



I
〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪地判事補〃 船 戸 宏之 29 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 俣木泰治 26 〃

〃 松川充康 24 〃 〃

〃 三輪 睦 24 〃

〃 薮 崇司 25 〃 〃

〃 渡邊英夫 28 〃 〃



〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

京都地判事補 尾河吉久 26 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 佐藤仁美 26 〃

〃 新宮智之 28 〃 〃

〃 谷田好史 26 〃

神戸地判事補

ヘ

秋田志保 26 〃 〃

〃 窪田俊秀 27 〃 〃



〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸地判事補 谷口吉伸 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 伏見尚子 25 〃

名古屋地判事補 秋武郁代 29 〃 〃

〃 石井 寛 25 〃

〃 大橋弘治 27 〃 〃

〃 小嶋宏幸 29 〃 〃



〃

〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋地判事補 面前征志 29 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 高橋信幸 29 〃

〃 藤本ゆう子 27 〃 〃

広島地判事補 武林仁美 24 〃

〃 中野智昭 26 〃 〃

岡山地判事補 足立堅太 30 〃 〃



〃

口
〃

補職さるべき庁 現． 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

岡山地判事補 永野公規 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

福岡地判事補 上野 弦 27 〃

〃 浦上薫史 27 ．〃 〃

〃 中川卓久 30 〃

〃 ‘ 藤井秀樹 31 〃 〃

〃 向井敬 二 26 〃 〃



〃

口
〃

‘

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

熊本地判事補

9

森田麻記子 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

仙台地判事補 大塚さや子 25 〃

〃 寺田利彦 28 〃 〃

〃 能登謙太郎 24 〃

札幌地判事補 石川真紀子 26 〃 〃

〃 片山博仁 28 〃 〃



〃

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

札幌地判事補 佐々木清一 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 野村 充 32 〃

〃 別所卓郎 27 〃 〃

高松地判事補 細川和樹 27 〃 〃

《



可

最高裁人任E第1060号

平成13年10月12日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

最高裁判所長官山口

判事補に任命されるべき者を次のとおり指名するから， うち1名を任命されたい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。 て

あさ くら

朝倉

蓉
フ坐
売

ー

子0

(発令希望日平成13年10月22日）

（

A事記録済



判事補任命資格調 （平成13年10月22日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命盗格 根拠法規

大阪地判事補 朝倉亮子 33 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

－－－－－亀
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最高裁人任E第1002号

平成14年10月8日

内閣総理大臣小泉純一郎殿

繁最高裁判所長官山 口

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち106名を任命さ

しれたい。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

平成14年10月16日）(発令希望|ヨ

し
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人事記録漆
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《、

へ

匙｝
寺

判事補任命資格調 (平成14年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 赤松 亨 太 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 阿部真由子 23 〃 〃

〃 石ノ| ｜ 知子 28 ﾉノ 〃

〃
一 場修子 30 〃 〃

〃 折笠由佳 24 〃 〃

〃 葛西功洋 28 〃 〃

〃 梶川匡志 24 〃 〃

〃 木畑聡子 24 〃 〃



＜到

豊
句

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 熊代雅音 24

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 佐藤裕子 27 〃 〃

〃 鈴木敦士 29 〃 〃

〃 鈴木涼子 26 〃 〃

〃 高島紀子 27 〃 〃

〃 高島由美子 24 〃 〃

〃 高田公輝 24 〃 〃

〃 高橋由美 28 〃 〃



《

〔
写

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 高森宣裕 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 竹内大明 24 〃 〃

〃 中 直也 25 〃 〃

〃 野上誠一 23 〃

●

〃

〃 林 啓治郎 26 〃 〃

〃 室橋秀紀 25 〃 〃

〃 本村洋平 25 〃 〃

〃 矢口順子 25 〃 〃



《、

蓮
施

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 安江一平 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 山田哲也 23 〃 〃

〃 横地大輔 24 〃 〃

〃 横山浩典 23 〃

●

〃

〃 吉岡大地 25 〃 〃

〃 音田千絵子 24 〃 〃

〃 若松光晴 25 〃 〃

横浜地判事補 上原恵美子 23 〃 〃



《、

《
又

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 貝阿彌 亮 24

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 蒲田祐一 25 〃 〃

〃 榊原 敬 25 〃 〃

〃 内藤大作 25 〃 〃

〃 萩原なつみ 24 〃 〃

〃 三橋泰友 27 〃 〃

さいたま地判事補 岩井佳世子 26 〃 〃

〃 上原三佳 23 〃 〃



《、

溺
周
恩
豆
民

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 辛島靖崇 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 小池将和 30 〃 〃

〃 馬場 潤 28 〃 〃

千葉地判事補 鎌形史子 26 〃 〃

〃 国分貴之 27 〃 〃

〃 島根里織 29 〃 〃

〃 廣瀬達人 25 〃 〃

〃 ． 水倉義貴 24 〃 〃



《、

蓼
画
風
唾
逢
貢

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

水戸地判事補 小西慶一 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

宇都宮地判事補 小河好美 25 〃 ． 〃

静岡地判事補
●

石川貴司 24 〃 〃

新潟地判事補 佐藤康憲 24 〃． 〃

大阪地判事補 相澤 聡 23 〃 〃

〃 安西儀晃 30 〃 〃

〃 石田由希子 25 〃 〃

〃
一

原友彦 23 〃 〃



篭

《
や

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 上田 元 和 29

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 上村善一郎 25 〃 〃

〃 岡田慎吾 25 〃 〃

〃 小野裕信 27 〃 〃

〃 川崎直也

』

24 〃 〃

〃 田中良武 26 〃 〃

〃 長田雅之 25 〃 〃

〃 中武由紀 28 〃 〃



ぐ
こ:

亀
？

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 西村彩子 28

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 延廣丈嗣 27 〃 〃

〃 演 優子 27 〃 〃

〃 本條 裕 31 〃 〃

〃 安木 進 25 〃 〃

〃 山本陽
一

29 〃 〃

京都地判事補 稲吉大輔 24 〃 〃

〃 梶浦義嗣 28 〃 〃



篭
写．

《
V

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

京都地判事補 財賀理行 24

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 瀬田浩久 30 〃 〃

〃 高浪晶子 25 〃 〃

神戸地判事補 井上直樹 23 〃 〃

〃 北岡裕章 28 〃 〃

〃 三宅知三郎 24 〃 〃

〃 安井敦子 27 〃 〃

奈良地判事補 実本 滋 25 〃 〃



篭
斗

亀
V

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 安達 拓 28

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 及川勝広 27 〃 〃

〃 並河浩
一
一 26 〃 〃

〃 東 千香子 25 〃 〃

〃 舟橋伸行 24 〃 〃

〃 宮崎雅子 25 〃 〃

〃 村松教隆 29 〃 〃

広島地判事補 古川大吾 28 〃 〃



ぐ、

《
▼

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

広島地判事補 三澤節史 26

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

岡山地判事補 光野哲治 29 〃 〃

福岡地判事補 石井義規 24 〃 〃

〃 木村亜紀子 28 〃 〃

〃 古賀英武 29 〃 〃

〃 田巻貴子 26 〃 〃

〃 矢崎 豊 29 〃 〃

熊本地判事補 宮嵜秀典 24 〃 〃



ご’
や

《
車

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

鹿児島地判事補 齋藤岳彦 25

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

仙台地判事補 櫻庭広樹 25 〃 〃

〃 菅原 暁 29 〃 〃

札幌地判事補 大淵茂樹 31 〃 〃

〃 遠田真嗣 28 〃 〃

〃 辻 和義 24 〃 〃

〃 徳井 真 29 〃 〃

〃 本多健司 24 〃 〃



－ 一

ぐ、
ツ’

《
4

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

高松地判事補 神田温子 27

司法修習生の
修習を終えた
者

裁判所法第4
3条

〃 角田康洋 27 〃 〃
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最高裁人任E第1113号

平成15年10月7日

内閣総理大臣|臨時代理

国務大臣福田康夫殿

『’ 言｜
最高裁判所長官町田 願_皇 ’ ’

一一F二

E!u』 …国
が
Ｒ
ｂ

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日平成15年10月16日）
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'〃

判事補任命資格調 （平成15年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 出口亜衣子 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 ． 伊藤大介 27 〃 〃

罫

〃 内田哲也
タ

25 〃 〃

《
爵

〃 大畠崇史 24 〃 〃

〃 4 、 川卓逸 26 〃

〃 川嶋知正 25 〃 〃

〃 川尻恵理子 28 〃 〃

〃 河村宜信 26 〃 〃



〃

’〃

…
》

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 4 、 沼日加利 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 齊藤暁子 26 〃 〃

記

〃 佐々木 公 33 〃

〃 芝田由平 29 〃 〃

〃 澁谷輝 一 29 〃

〃 高嶋 卓 26 〃 〃

雪

〃 力 元 慶雄 27 〃 〃

〃 中川良奈子 25 〃 〃



’〃

『

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 長島銀哉 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 西尾洋介 27 〃 〃

一q

〃 根崎修 一 30 〃 〃

《
'¥

〃 筈井卓矢 25 〃 〃

.〃 長谷川秀治 26 〃

〃 浜田 更 25 〃 〃

霧

〃 古市文孝 25 〃 〃

〃 堀内
一

元 城 25 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 松永智史 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 沸口 優 26 〃 〃

〃 村上典子 30 〃

〃 山原佳奈 25 〃 〃

〃 吉澤邦和 25 〃 〃

‘
唾

横浜地判事補 太田雅之 24 〃 〃

湾

〃 杉崎さっき 24 〃 〃

〃 福澤多恵 26 〃 〃



1〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 松岡 崇 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 宮澤哲也 29 〃 〃

〃 諸岡慎介 27 〃

さいたま地判事補 塚原由子 26 〃 〃

〃

〃

松村
一 成

南 宏幸

26

23

〃

〃

千葉地判事補 西田昌吾 26 〃 〃

〃 西山 渉 28 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

千葉地判事補 堀江明子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 吉野内謙志 24 〃 〃

水戸地判事補 木村匡彦 27 〃 〃

《
'1

宇都宮地判事補 渡過 一 昭 26 〃 〃

前橋地判事補 熊谷 聡 26 〃 〃

鼻

静岡地判事補 多田尚史 23 〃 〃

一

新潟地判事補 佐藤哲郎 29 〃 〃

大阪地判事補 芥川朋子 25 〃 〃



’〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 石田明彦 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 小川 暁 26 〃 〃

〃 片瀬 亮 25 〃 〃

《
1

〃 菅野昌彦 24 〃 〃

〃 4 、 坂茂之 28 〃

〃 児玉禎治 28 〃 〃

和◆‐

〃 佐々木明日香 29 〃 〃

〃 芝本昌征 24 〃 〃



〃

’〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 下山 誠 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 新海寿加子 24 〃 〃

〃 杉本敏彦 27 〃

〃 大黒淳子 25 〃 〃

〃 藤原 瞳 26 〃

〃 三浦康子 29 〃 〃

ー

〃 山下 真 26 〃 〃

〃 渡邉達之輔 26 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

京都地判事補 國分 進 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 佐々木隆憲 25 〃 〃

〃 南場裕美子 27 〃

グ

〃

《
・
も
訂
０

〃 斗谷匡志 25 〃 〃

神戸地判事補 小山裕子 28 〃 〃

負

〃 酒井孝之 26 〃 〃

零

〃 向井宣人 28 〃 〃

〃 山下隼人 24 ﾉノ 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 4 、 松秀大
Q ■

27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 鈴木清志 25 〃 〃

＝

〃 鈴木基之 35 〃 〃

《
W

〃 内藤寿彦 26 〃 〃

〃 宮崎寧子 24 〃 〃

負

〃 横山真通 30 〃 〃

＝

〃 渡辺 諭 27 〃 〃

岐阜地判事補 久保田優奈 29 〃 〃



〃

C

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

金沢地判事補 和田将紀 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

広島地判事補 冨森志保 28 〃 〃

〃 渡邊陽子 26 〃

■

岡山地判事補 大久保俊策 25 〃 〃

〃 原田 綾 29 〃

福岡地判事補 4 、 川弘持 25 〃 〃

Qや竜

〃 三島聖子 27 〃 〃

〃

け

光本 洋 30 〃 〃



〃

（

！〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

福岡地判事補 森中 剛 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山口幸恵 23 〃 〃

熊本地判事補 樋口真紀 28 〃

鹿児島地判事補 大島広規 28 〃 〃

仙台地判事補 大木美結己 23 〃

〃 佐藤隆幸 31 〃 〃

子守

〃 佐藤久貴 23 〃 〃

札幌地判事補 伊東智和 26 〃 〃



〃

’

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 塚原洋 一 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 東光みすず 24 〃 〃

〃 松永晋介 27 〃

松山地判事補 水橋 巖 25 〃 〃

零勺
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最高裁判所長官町田
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判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。
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判事補任命資格調 （平成16年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 飯塚隆彦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 今井諏訪 27 〃 〃

〃 植草美穂子 26 〃 〃

｛

〃 大村 るい 29 〃 〃

〃 岡本典子 23 〃 〃

〃 亀村恵子 33 〃 〃

鰯
、
○

〃 川原田貴弘 24 〃 ﾉノ

〃 神吉康
一
一 24 〃 〃



4

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 後藤英時郎 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 近藤和久 29 〃 〃

〃 嶋吉由起 28 〃 〃

〃 早山眞一郎 33 〃 〃

〃 崇島誠 二 27 〃 〃

〃 高原大輔 25 〃 ‐ 〃

〃 丹下友華 31 〃 〃

〃 都野道紀 25 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 豊田哲也 31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 長池健司 24 〃 〃

〃
、

氷 井健
一

25 〃 〃

《

〃 ’ 西田祥平 26 〃 〃

〃 萩原孝基 25 〃 〃

』

〃 林 欣寛 26 〃 〃

ー

〃 不破大輔 25 〃 〃

〃 牧野宇周 25 〃 〃



ロ

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 真鍋浩之 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 宮下尚行 28 〃 〃

〃 望月千広 24 〃 〃

〃 百瀬 梓 24 〃 〃

〃 吉岡正智 24 〃 〃

横浜地判事補 梶山太郎 26 〃 〃

〃 神原文美 25 〃 〃

〃 熊谷直穂 25 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 小西圭一 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 佐藤友紀 25 〃 〃

〃 高倉文彦 29 〃 〃

《

〃 高 橋心平 26 〃 〃

さいたま地判事補 足立拓人 31 〃 〃

』

〃 板橋愛子 28 〃 〃

《
､

〃 上田真史 26 〃 〃

〃 小野寺健太 24 〃 〃



、

づ

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 戸 畑賢太 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山・田礼子 26 〃 〃

千葉地判事補 阿保賢祐 23 〃 〃

〃 泉 寿恵 26 〃 〃

〃 高 石直樹 29 〃 〃

〃 村井志帆 24 〃 〃

〃 森田 淳 26 〃 〃

水戸地判事補 諸井明仁 30 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

宇都宮地判事補 松井理恵子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

前橋地判事補 鳥刑美穂子 23 〃 〃

静岡地判事補 戸 室壮太郎 24 〃 〃

（

新潟地判事補 宮澤志穂 30 〃 〃

大阪地判事補 磯尾俊明 31 〃 〃

〃 伊藤隆裕 24 〃 〃

I
~

〃 井上 高 和 27 〃 〃

〃 岩田絵理子 26 〃 〃



プ

＄

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 柏原佐紀 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 片田真志 24 〃 〃

〃 熊谷大輔 24 〃 〃

〃 佐伯良子 26 〃 〃

〃 ． 関 徳恵 24 〃 〃

〃 高見進太郎 25 〃 〃

〃 玉野勝則
6

26 〃 〃

〃

0

中村仁子 26 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 野口登貴子 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 平手里奈 26 〃 〃

〃 三芳純平 24 〃 〃

《

〃 本松 智 32 〃 〃

〃 森嶌正彦 30 〃 〃

』

〃 和久
一 彦 24 〃 〃

や

京都地判事補 岩橋照美 27 〃 〃

〃 酒井智之 28 〃 〃



”

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

京都地判事補 炭村
｝

啓 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 脇村真治 24 〃 〃

神戸地判事補 松本武人 27 〃 〃

〃 三重野真人 29 〃 〃

〃 宮端謙
一

28 〃 〃

〃 山本佳代 26 〃 〃

奈良地判事補 岸上昌代 27 〃 ﾉノ

和歌山地判事補 下 和弘 26 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 大澤多香子 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 大野千尋 25 〃 〃

〃 篠原 敦 26 〃 〃

《

〃 高 橋貞幹 30 〃 〃

〃 武村重樹 25 〃 〃

〃 宮部良奈 28 〃 〃

。

~

〃 渡邉 哲 27 〃 〃

岐阜地判事補 渡邉康年 28 〃 〃



〆

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

金沢地判事補 長瀬貴志 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

広島地判事補 稲田康史 29 〃 〃

〃 吉田桃子 27 〃 〃

岡山地判事補 岡本康博 27 〃 〃

福岡地判事補 井草健太 27 〃 〃

〃 四宮知彦 26 〃 〃

〃 柴田恵美子 30 ″ 〃

〃 菱川直子 30 〃 〃



補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

福岡地判事補 福田 敦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

熊本地判事補 結城真一郎 27 〃 〃

鹿児島地判事補 稲玉 祐 29 〃 〃

《

仙台地判事補 伊藤康博 27 〃 〃

〃 岸田 航 25 〃 〃

札幌地判事補 金田健児 26 〃 〃

。

~

〃 藏本匡成 29 〃 〃

〃 清水 光 27 〃 〃



幹

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 矢澤雅規 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

高松地判事補 冨澤幸弘 33 〃 〃

〃 松田克之 26 〃 〃

松山地判事補 酒井英臣 26 〃 〃
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最高裁判所長官町田

（判事補に任命されるべき者を次のとおり指名する。

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

はやし みきこ

林 美紀子

平成16年10月16日）(発令希望日

（
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人事記録涙
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判事補任命資格調 （平成16年10月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜地判事補 林 美紀子 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

（

I
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最高裁人任-E第002289号

平成17年10月6日

内閣総理大臣小泉純一郎殿
、

最高裁判所長官町田 顯

国
判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名する。 や

てなお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

(発令希望日 平成17年10月16日）
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判事補任命資格調 （平成’7年10月16日）

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 井出正弘 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 ． 今井勇介 24 〃 〃

〃 牛島武人 24 〃

〃 大野健太郎 28 〃 〃

〃

〃

岡田安世

岡本陽平

29

27

〃

〃

〃 小津 亮 太 23 〃 〃

〃 柏崎秀幸 35 〃 〃



〃

I〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 加藤雅寛 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 川獺孝史 24 〃 〃

〃 郡司英明 26 〃

〃 古賀大督 25 〃 〃

〃

〃

小林麻子

齊藤 学

29

26

〃

〃

〃 佐藤 傑 26 〃 〃

〃 佐藤智彦 26 〃 〃
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〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 佐野文規 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 首藤晴久 24 〃 〃

〃 新城博士 33 〃

〃 角田祥子 32 〃 〃

〃

〃

高橋明宏

遠山敦士

24

25

〃

〃

〃 中島なほ美 26 〃 〃

〃 中西 永 35 〃 〃



〃

〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 成瀬大輔 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 西岡慶記 24 〃 〃

〃 明 日利佳 25 〃

〃 平野貴之 25 〃 〃

〃

〃

廣瀬裕 亮

間明宏充

27

33

〃

〃

〃 安見 章 33 〃 〃

〃 山崎隆介 27 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

東京地判事補 吉田 豊 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 吉野俊太郎 24 〃 〃

〃 吉村弘樹 27 〃

〃 渡邉隆浩 25 〃 〃

横浜地判事補

〃

奥 俊彦

鮫島沙織

31

24

〃

〃

〃 竹内久美子 27 〃 〃

〃 中井彩子 25 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

横浜地判事補 伏見 英 25

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 村井壯太郎 27 〃 〃

〃 毛利友哉 24 〃

〃 森屋和子 25 〃 〃

〃

さいたま地判事補

吉岡あゆみ

城阪由貴

26

23

〃

〃

〃

一
・
〃

〃 櫻井 進 39 〃 〃

〃 長橋政司 27 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

さいたま地判事補 長谷川利明 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 深尾篤子 27 〃 〃

千葉地判事補 井原史子 35 〃

〃 甲斐雄次 26 〃 〃

〃

〃

鎌田 泉

櫻井由紀

33

24

〃

〃

〃 内藤和道 26 〃 〃

水戸地判事補 佐藤文子 32 〃 〃
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〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

宇都宮地判事補 垰 奈央子 24

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

前橋地判事補 千葉健
一

28 〃 〃

静岡地判事補 荒井智也 25 〃

甲府地判事補 福嶋
一一

訓 29 〃 〃

新潟地判事補

大阪地判事補

岩田 淳 之

烏田真人

30

34

〃

〃

〃 大伴慎吾 29 〃 〃

〃 尾形美佐子 26 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 小畑和彦 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 齊藤恒久 29 〃 〃

〃 塩田扶友 26 〃

〃 設樂大輔 27 〃 〃

〃

〃

杉浦 一 輝

高橋祐喜

25

25

〃

〃

〃 玉田雅義 31 〃 〃

〃 中陳睦子 27 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 中村海山 29

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4

3条

〃 中村修輔 27 〃 〃

〃 船所寛生 25 〃

〃 堀田秀
一

26 〃 〃

〃

〃

松浪聖
一

森田 亮

29

26

〃

〃

〃

↓

〃 森 千春 26 〃 〃

〃 森永亜湖 24 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

大阪地判事補 矢野紀夫 23

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 山中耕
一

26 〃 〃

京都地判事補 大川潤子 26 〃

〃 中嶋謙英 25 〃 〃

〃

〃

藤田 壮

八槇朋博

28

27

〃

〃

〃

‐
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〃

神戸地判事補 姥迫浩司 32 〃 〃

〃 鈴木雅久 25 〃 〃



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

神戸地判事補 松 ド絵美 28

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

大津地判事補 村松悠史 26 〃 〃

名古屋地判事補 赤谷圭介 24 〃

〃 奥田大助 30 〃 〃

〃

〃

川勝庸史

川崎 学

29

27

〃

〃

〃 高 橋正典 26 〃 〃

〃 谷地伸之 28 〃 〃
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〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

名古屋地判事補 溝田泰之 ･31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 森 幸督 32 〃 〃

岐阜地判事補 高木博巳 25 〃

〃 田中
一 美 29 〃 〃

金沢地判事補

広島地判事補

平田麻子

數間 蕪

26

28

〃

〃

〃 中井優美子 25 〃 〃

岡山地判事補 長谷川武久 27 〃 〃
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

岡山地判事補 松岡洋美 27

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

福岡地判事補 j|｜ 鴫彩子 26 〃 〃

ｰ

〃 坂本隆
一

25 〃

〃 下山久美子 28 〃 〃

〃

〃

下山洋司

砂古 剛

29

28

〃 原 啓晋 24

〃 行臓浩太郎 28
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補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

熊本地判事補 川口洋平 26

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 中島真希子 25

〃 〃

些

鹿児島地判事補
一 藤哲志 25

〃

宮崎地判事補 伊 藤 拓也 25

〃 〃

〃

仙台地判事補

上村 海

千葉直人

24

27

〃 松本英男 31

札幌地判事補 網田圭 亮 25



〃

補職されるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法令

札幌地判事補 岡本利彦 31

司法修習生
の修習を終
えた者

裁判所法第4
3条

〃 川崎志織 25

〃 〃

坐

〃 田中昭行 25

〃

松山地判事補 白石裕子 31

〃 〃
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判事補に任命されるべき者を次のとおり指名する。
+

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。
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判事補任命資格調 （平成17年10月16日）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

仙台地判事補 淺海俊介 31 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

神戸地判事補 市原志都 28 〃

京都地判事補 豊田里麻 31 〃 〃
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